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令和８年度       高島第二小学校 いじめ防止対策基本方針 

１ 基本方針の理念 

本校におけるいじめ防止対策は、「いじめ防止対策推進法」第 12条、国の「いじめの防止等のための

基本的な方針」、および「東京都板橋区いじめ防止対策の基本理念、組織等に関する条例」を法的根拠と

する。特に、令和 6年 1月に改訂された「板橋区いじめ防止対策基本方針」に則り、全教職員が一丸と

なって取り組む。 

 

２ 策定の根拠法令等 

本方針は、以下の法令および条例等に基づき策定している。 

・いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。第１２条） 

・国の「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成２５年１０月１１日 文部科学大臣決定） 

・東京都板橋区いじめ防止対策の基本理念、組織等に関する条例（平成２６年１０月１日） 

・板橋区いじめ防止対策基本方針（令和６年１月改訂） 

 

３ いじめの定義 

子どもに対して、当該子どもと一定の人的関係にある他の子どもが行う心理的又は 物理的な影響を与

える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった子どもが

心身の苦痛を感じているものをいう。 

（東京都板橋区いじめ防止対策の基本理念、組織等に関する条例第２条） 

 

４ いじめの防止等のための対策の基本的な考え方 

（１）いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その生命又は身体に重大な危 

険を生じさせるおそれがある重大な人権侵害であるとの認識に立ち、いじめ未然防止に取り組む。 

 （２）いじめは、どの子どもにも、どの学校、どの学級でも起こり得るものであるとの認識に立ち、いじ 

めの早期発見に取り組む。 

（３）いじめは、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとの認識に立ち、学校・ 

地域住民・家庭・その他の関係機関との連携の下、いじめの早期対応と早期解決に取り組む。               

 

５ いじめの防止に向けた学校の方針 

いじめ防止に取り組むにあたっては、日々「未然防止」と「早期発見」に努めるとともに、いじめを  

  認知した場合は、「早期対応」「早期解決」に取り組む。また、いじめにつながる可能性があるすべての 

事例に対して、教職員が協力して迅速に対応する。  

すべての児童にとって、安全で安心して生活できる場所であるためにも、教職員が情報を共有し取り組 

  むとともに、関係機関や教育委員会、地域等とも連携し、児童一人ひとりに対し協力して支援する体制づ 

くりを進め、早期発見、早期解決に努め、「いじめのない学校」を目指す。いじめの未然防止に向け、児

童が主体となっていじめのない社会を形成するという意識を育む「いじめ防止教育」の授業を発達段階に

応じて実践する。 
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６ いじめ防止等の対策の具体的な内容 

（１）いじめの防止等の対策のための組織の設置 

複数の教職員等によって構成される「学校いじめ防止等対策委員会」（以下、「学校対策委員会」と

いう。）を組織する。構成メンバーは、校長、副校長、教務主任、生徒指導主任、学年主任，養護教

諭，特別支援コーディネーター， スクールカウンセラー，関係学級担任とし、学校いじめ防止基本

方針に基づく取組の中核となる役割をもつ。いじめを未然に防止するための対策を推進するととも

に、いじめ行為への対処を適切に行うため、教育委員会、板橋区コミュニティ・スクール委員会、

ＰＴＡ、地域社会、関係諸機関等と連携して実効的な取組を行う。教職員は大小の事例に関わらず、

いじめを認知した場合は必ず上記の構成メンバーに速やかに報告、連絡、相談をする。 

 

（２）具体的な取組 

① いじめの未然防止 

ア 人権教育の充実  

     「自分の大切さとともに他の人の大切さを認める」という人権感覚を育成する授業を年３回以

上実施し、いじめ等の生活指導上の諸問題の未然防止に努める。人権侵害である「いじめ」を

絶対に許さない、「いじめ」をするのも、「いじめ」を見て見ないふりをすることもよくないと

いう認識を徹底させる指導を行う。 

   イ 児童を認め励ます学級経営 

     児童の「よいところ、頑張ったところ」を認め励まし合う学級の雰囲気づくりを進める。 

ウ 授業規律と心の教育 

     授業規律の厳守、教室環境の整備を行い、ルールを守る意識を高揚させる。同時に、他者に対

する思いやりの心や規範意識の向上を図る。また、SNS 等インターネットを通じて起きるいじ

めを未然に防ぐために、特別の教科道徳等で意図的に情報モラル教育を実施する。 

    エ ４～６年の教科担任制、１～３年による学年担任制の実施       

      日頃から複数の教員で児童の様子を見取り、情報共有を図る。 

オ 協働学習の導入による学級づくり 

     協働的な学習活動を実践することを通じて、個人の責任や社会的スキル、集団を改善する手続

き等を身に付けさせる。児童同士が話し合い、合意形成や意思決定を行う場面を設定する。 

    カ 体験活動の充実 

      自然体験等の様々な体験活動を通じて、児童の社会性や豊かな人間性を育む。 

    キ 保幼小連携、小中一貫教育 

      いじめ等の原因ともなりうる小１プロブレムや中１ギャップなどの教育課題へ対応するため、

学びのエリアで保幼少連携、小中一貫教育に取り組む。 

   ② いじめの早期発見 

ア 児童の見守り 

授業中だけでなく、休み時間や放課後等の児童の行動を注意して見守り、「いじめられているサ

イン」を見逃さないようにする。不安や悩みがある場合は、些細なことでも身近にいる信頼で

きる大人に相談するよう、計画的に指導する。 

イ スクールカウンセラーの活用 

スクールカウンセラーの児童の観察や５年生全員面接を、いじめの実態把握に役立てる。 

ウ いじめ実態把握調査 

      いじめの実態把握、早期発見のためアンケートによる調査を６月、１１月、２月の年３回、ふ

れあい月間に実施する。 
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③ いじめへの早期対応 

    ア 被害児童を最優先 

いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保することを最優先に考え、見守

る体制を速やかに整備する。スクールカウンセラーによる被害児童等へのケアを実施する。 

    イ 迅速な調査（学校調査委員会） 

      「学校対策委員会」を中心に「学校調査委員会」を設置し、早急に全容を解明するため、「いつ

から、何を、誰に、どの程度」等を児童からの聴き取り、確認する。いじめの事実、及び学校

の対応について、被害・加害双方の保護者といじめに関わった児童の保護者に報告し、対応方

針を伝えるとともに、いじめの解消に向けて協力を要請する。 

    ウ 加害児童への措置 

      加害児童がしてはならないことの明確化、校長を含めた複数の教員での対応、親子での話をす

る場を設定する。関係機関とも連携し対策を講じる。いじめが犯罪行為に該当することが疑わ

れる場合、警察機関への報告について検討する。 

④ 相談体制 

    ア 管理職への報告 

      少しでも気になる児童の様子はすぐに管理職に報告する。 

    イ 個々のケースについての情報共有と指導 

      学校対策委員会でケースごとの具体的手だてを協議し全教職員で共通した指導を実施する。 

   ⑤ 校内研修の実施 

 ア 校内研修の内容 

      いじめを生み出さない学級の雰囲気作りや、いじめを見逃さない観察の視点、いじめの態様や特

質、原因・背景、具体的な指導上の留意点等のいじめ防止研修を企画し、実施する。 

    イ 研修の方法 

      「いじめ防止教育プログラム」「人権教育プログラム」を活用した研修を、年３回計画的に実施

する。（主に週１回の生活指導の打ち合わせ時間を活用する。） 

⑥ 保護者との連携・啓発 

ア 保護者会等での連携・啓発 

保護者会等で学校のいじめ防止・いじめ対応の方針を周知し、協力を要請する。保護者に 

対して「高島第二小学校いじめ防止基本方針」の概要を説明する。 

イ 授業公開での啓発 

いじめ防止授業等の公開から、いじめ防止について啓発する。 

⑦ 区民・関係機関との連携 

 ア 関係機関との連携 

      子ども家庭総合支援センター等の相談機関と連携して対応にあたる。いじめを行った児童につ 

いて、再発防止に向けて適切かつ継続的に指導及び支援するための対応策を警察や児童相談所

等と連携して行う。 

   イ 区民との連携 

     いじめ防止授業等の公開や授業実践での啓発や協力を通じて未然防止も含めて日常的に連携す

る。 

   ウ 事案に応じた地域関係機関 

     必要に応じて板橋区コミュニティ・スクール委員会など学校を支える組織と連携し、地域・保

護者への啓発を促進したり、具体的な対応について協議したりする。 
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７ 重大事態への対処 

 

重大事態発生時の緊急対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 大 事 態 発 生 

情報を得た教職員 

報告 ↓ ↑ 実態把握 

担  任 

報告 ↓ ↑ 実態把握 

学年主任・生活指導主任 

 

 

校長・副校長 

発見・相談 

実態把握 報告 

教育委員会 報道機関 

報告 

支援 

【いじめ防止等対策委員会】 

・問題の明確化（実態の把握） 

・調査方法、分担決定、確認（連携指導） 

・具体的対応策の周知 

・今後の方針などの周知 

 

 

 

状況と対応を確認し、意思統

一を図る。 

職員会議 
 

 

状況を報告し、協力・支援を

仰ぐ。 

関連機関 
 

 

状況を説明し、共通理解を図

る。 

保護者会 

理解 報告 支援 報告 理解 報告 

いじめられている 

児童への指導 

いじめている 

児童への指導 

傍観者への 

指導 

全校児童への 

ケア 

再発防止活動 

職員会議・いじめ防止対策委員会 

・再発防止の検討 

・指導方法の見直し 

 

経過観察 

 

校長・副校長・教務主任・生活指導主任・ 

学年主任・養護教諭・特別支援教育コーディ

ネーター・スクールカウンセラー・他関係者 



生活３ 

 

（１）重大事態の定義 

    法において、次に掲げる場合をいじめの重大事態としている。 

① いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ 

ると認められるとき 

② いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当な期間、学校を欠席することを余儀なくされて 

いる疑いがあると認められるとき 

※①に示す「生命、心身、又は財産に重大な被害」については次のような場面を想定し、いじめ 

を受ける児童等の状況に着目して判断する。   

・児童等が自殺を企図した場合   ・身体に重大な傷害を負った場合 

     ・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合 

※②に示す「相当の期間」については、不登校を理由として欠席が年間累計１３日を超えた時点 

を目安とする。ただし、児童等が不登校を理由として５日程度連続して欠席しているような場 

合には上記目安にかかわらず、迅速に調査に着手する。 

 

（２）重大事態の報告 

学校は重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに板橋区教育委員会に報告する。報告を受

けた教育委員会は重大事態の発生を区長に報告する。 

 

（３）重大事態の調査及び調査主体 

重大事態の調査は「質問票の使用その他の適切な方法により、当該重大事態にかかる事実関係を明

確にするための調査を行うものとする」とされている。また、「事実確認を明確にする」とは、重大事

態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様であったか、

いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように

対応したかなどの事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることである。 

学校が主体となって調査を実施し、事実関係を明確にする。ただし、学校主体の調査では、重大事

態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分に結果が得られないと判断された場合や、学

校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合には、教育委員会の附属機関である「指導室」が調査

を実施する。 

 

（４）調査結果の提供及び報告 

学校又は教育委員会はいじめを受けた児童生徒やその保護者に対して調査によって明らかになった

事実関係について説明する。教育委員会は調査結果を区長に報告する。 

 

８ 取組に関する点検と改善の方策 

（１）いじめの未然防止等に関する評価 

    学校での校内の評価及び学校関係者評価により、学校の取組についての評価を実施し集約する。 

 

（２）改善の方策 

    学校評価で出された意見等について、改善した方がよいものや新たに取り組んだ方がよいもの等を、

次年度の基本方針に盛り込む。 

 

（３）いじめ事案の記録と保存 

いじめの事案について、児童の実態や指導の経過等の情報を、定められた様式の電子ファイル 

（校務セキュリティエリア内）に年度末保存するとともに、校内で共有する。 


